
間伐材マークは、木製品や紙製品、
普及啓発用資材などに使用することができます！

間伐材マークの使用方法

間伐材の利用と間伐材マーク認定
製品の使用によって、日本の森林
保全への貢献をお願いします♪

間伐材の推進や間伐材利用の重要性をPRし、又は間伐材を用いた製品
であることを表示するために使用することができます。なお、使用には
所定の申請書にて、申請をいただくことが必要となります。

普及啓発への使用については、印刷物へのマークの使用、ホームページ
への間伐材マークの使用やシールの貼付等を行うことができます。

（1）普及啓発に係る間伐材マークの使用

間伐材を使用した製品への使用については、製品への貼付の外、容器、
梱包材等に使用することができます。

（2）間伐材を使用した製品への間伐材マークの使用
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